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新たなコンビニのあり方検討会（第４回） 

議事録 

 

日時：令和元年 12 月 23 日（月）11:00～13:00 

場所：経済産業省本館 17 階 国際会議室 

 

 

議題 

1.開会 

2.議事 

 （１）有識者説明（関灘委員） 

 （２）事務局説明（報告書骨子案について） 

3.閉会 
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議事内容 

1.開会 

 ○事務局 

それでは、定刻となりましたので、ただいまより第４回新たなコンビニのあり方

検討会を開会致します。本日は、ご多用のところお集まりいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

事務局の経済産業省 消費・流通政策課長の伊藤でございます。本日はよろしく

お願いいたします。まず、事務局より３点ほどご連絡事項がございます。 

経産省では、会議のペーパーレス化を進めておりますけれども、本日は多数の審

議会等が庁内で開催されることとなってございまして、今回この検討会用にタブレ

ットをご用意することができませんでした。配布しております紙媒体の資料を用い

て議事を進めさせていただければと存じます。 

２つ目でございます。これまで行ってきた検討会と同様に、本日の議事も全て公

開し、また Web中継も行いますので、この点、ご認識ください。 

３つ目でございます。事前にもご連絡しておりましたが、本日お昼の時間にまた

がって開催ということでございますので、各席に昼食をご用意してございます。適

宜食事をとりながら議事を進めていただければと思います。 

それでは、この後の議事進行は伊藤座長にお願い致します。 

 

 ○伊藤座長 

はい。どうも伊藤でございます。これまでと同様に、忌憚のない活発なご意見を

いただきながら、円滑に議事が進行できますよう、皆様のご協力をお願いしたいと

思います。 

それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。本日はまずこれまであまり

議論されていませんが、国際展開の可能性等につきまして、関灘委員より、説明い

ただくことになっております。それでは、関灘委員、お願いします。 

 

2.議事 

（１）有識者説明 

 ○関灘委員 

それでは、よろしくお願い致します。AT.カーニーの関灘と申します。お手元に

A4横の資料をご用意されておりまして、新たなコンビニのあり方検討会というタイ

トルを振ってございます。お手元の資料、順次ご案内をさせていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

まず２ページ目をご覧いただけますでしょうか。これまでの検討内容ということ

で、太字のところだけご説明できればと思いますが、コンビニが社会的期待に応え
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つつ持続可能な成長を実現するためのあり方を本委員会では検討しているというと

ころだと認識をしてございます。これまでにコンビニオーナー・従業員・コンビニ

本部、皆様へのヒアリングおよびアンケートというものを実施して来ておりまし

て、その問題意識、対応状況というのは各社のトップにもご説明をいただきながら

進めて来たという認識でございます。当然いろいろなさらなる対応が必要になる場

面もあろうかと思いますが、かなりの多くの問題意識が共有されて、その中で対応

策が進んで来ているというところも共有されたのかなと認識をしてございます。 

その上で３ページ目でございますけれども、本日は持続可能なコンビニビジネス

を検討する上での海外展開の強化・加速、こういったものが必要なのではないか

と、こういったところが本検討会で残された論点の１つであるというところで、本

資料で取り上げてございます。 

２つ目のポイントに書いてございますが、コンビニの海外展開の強化・加速とい

うのは、言葉で表現するよりも非常に難しいものであるともわれわれ認識をしてご

ざいます。各社の新たな視点・切り口からの海外展開戦略というものも求められよ

うかと思いますし、海外展開戦略を成功させることによって、各社が利益を蓄え

て、国内の事業運営にも対応しやすくなると、こういったような状況が作れる可能

性、これについてご案内を申し上げられればと思ってございます。 

ページをおめくりいただきまして、まずは５ページ目をご覧いただけますでしょ

うか。これまでいろいろな第１回、第２回、第３回と検討を重ねて来られていまし

て、コンビニの海外展開の拡大・加速の可能性というのが本日の議題と認識してご

ざいます。その中で国内のいろいろな対応をしていくと、コンビニ各社の皆様から

すれば、いろいろな投資が必要になって来る。それは利益の減少にもつながる側面

もあるだろうというところかと思います。 

その中でコンビニオーナー、コンビニの従業員の皆様、お客様、こういったさま

ざまなステークホルダーの中でも、株主というステークホルダーも当然各コンビニ

本部の皆様が意識されるところかと思ってございますので、６ページ目以降にコン

ビニ各社の株価というところをまとめてございます。６ページ目をご覧いただきま

すと、各社、大手３社、セブン＆アイ・ホールディングス様とローソン様とファミ

リーマート様の株価の推移を直近 15年載せております。ご覧いただいた通り、ピ

ーク時からすると株価が 65％から 72％の水準というところに現在落ち込んできて

いるという状況です。これは労働問題の議論が取り上げられ始めた頃とも同期をし

てきますし、その後の成長性に対する不安というものも株主がお持ちなのかなと思

います。 

次のページを見ていただきますと、７ページ目でございます。ファミリーマート

社の株式ということで申し上げますと、直近も非常に高水準で推移をしていて、日

経平均の株価も超えて来ているような場面というのが見てとれます。 
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そういった背景を１つ考える上でも株主の構成というところを数ページに渡って

まとめてございます。皆さんもご案内の通りなので説明は割愛させていただきます

が、ローソン株については、三菱商事グループ様が過半数をお持ちであるというこ

とと、ファミリーマート株については伊藤忠グループさんがお持ちであるというと

ころで、こういった株主の皆様に支えられて今会社があるといったところです。 

11ページ目に株主の皆様からどのような声が上がっているかといったところを

簡単ではございますが、まとめてございます。簡潔に申し上げますと、労働環境の

改善および成長戦略への投資、やはりこの双方の期待というものが株主総会の質疑

応答等でなされていると理解をしてございます。左側資料に目を転じていただきま

すと、「海外事業は国ごとにどういう収益が出ているのか」であるだとか、「中国事

業というのはどのようになっているのか」、こういったご質問が株主の皆様からあ

ったり、あるいは「オーナーさんの待遇をどういうふうに考えてられているのか」

と、こんなご質問も株主総会の中でも出ていると、そんな認識をしてございます。 

右側を見ていただきますと、まさに「成長市場の中国、こういったところでより

スピード感を持って収益の拡大ができないのか」、こんなご質問も出て来ておっ

て、この傾向というのはこの３年間変わらずになされているという理解をしてござ

います。 

こういった株主の声というところも踏まえまして、足元コンビニ各社の皆様がど

のような経営方針を示されているのかというところを公表資料から 12ページ目に

とりまとめてございます。ご覧いただきました通り、セブン＆アイさんを左側に記

載してございますが、まさにコンビニ事業、国内のところはこれまでの委員会の中

でも報告がありましたインセンティブチャージの見直し、不採算店舗の閉店加速、

本部人員の適正化、新レイアウト展開、省人化対応と、こういったものに取り組も

うということを宣言されておられて、海外についても、後段でも申し上げますが、

米国を中心に事業を持たれていますけれども、他地域、インド等へも出店をされて

いく。あるいはエリアライセンシーというところのオペレーションの改善をしてい

く、こんな海外の方針というのも示されてございます。 

ファミリーマートさんの方に目を転じましても、海外というところに力を入れて

行くと、共同展開といったような言葉が見られると、こういった状況になってござ

います。 

そういった中で 13ページ目をご覧いただきますと、各社さんの方針というとこ

ろには、国内でどのようにしていくのかというところですね。ここは店舗の収益性

の改善、オーナーの皆様の待遇改善、商品力の強化、こういったところに加えまし

て、海外戦略というところでも各社さん触れられておると、こんな状況でございま

す。 

こういった中で各社の海外展開の状況というものがどのようになっているのかと
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いうところを 15ページ目以降にまとめてございます。15ページ目を見ていただき

ますと、まず各社さんの売上高、海外売上比率というところをまとめてございま

す。この売上のところは加盟店さんの売上を含むという形で記載しております。本

部の売上はもう少し小さくなるのですが、加盟店さんの売上を含めて表現をしてご

ざいます。見ていただきますと、セブン＆アイ・ホールディングスが 39％の海外売

上比率、ファミリーマートさんが 11パーセント、ローソンさんが９％ということ

ですね。ここに少し開き、差があるというところを見てとられるかなと思います。 

具体的に各社様の海外出店数というところを 16ページ目以降にまとめてござい

ます。セブン＆アイグループの出店数というのが 4.8万店ということで、他のコン

ビニさんと比べれば大きくリードしているというところが見られるかなと思いま

す。左側の棒グラフにあります通り、セブンさんの直営の FCというところで、ア

メリカを中心に１万店程度があられて、ライセンシーの店舗というのがタイ、韓

国、こういったところを中心に４万店弱あられるといったところです。それに対し

て、ファミリーマートさん、ローソンさんが 7,300、2,500というところで、ここ

は少し差がついているというところが見て取れるかなと思います。17ページはご参

考までというところです。日本のコンビニエンスストアと少し事情が違うところ

は、特にアメリカを中心に見られるかなと思ってございまして、コンビニさんの売

上が食品、非食品というところに加えて、ガソリンのところの売上も相当大きく乗

って来ているというところで、約半分が米国ではこの構成になっているというとこ

ろがご覧いただけるかなと思います。 

次のページにファミリーマートさんの取り組みというところで記載をしてござい

ます。台湾、中国、タイといったような国、あるいはその他の国々というところで

展開をなされております。１つ１つの詳細なご説明は割愛させていただきたいと思

いますけれども、いろいろな国ごとに現地のパートナー企業というのを探されて、

海外展開のお取り組みをこれまでもされて来ているという状況になってございま

す。ただ、いくつかの国ではパートナーの皆さんとのやりとりの中で非常に難しい

問題を抱えられているという部分もありまして、下側に記載しておりますが、海外

展開にあたってのパートナー企業の選定・関係構築というのは他の業界と同様にこ

の業界でも非常に重要になっているというところが窺えるのではないかと考えてご

ざいます。 

次の 19ページ目のローソン社のところを見ていただきますと、こちらも中国、

フィリピン、インドネシア、その他といったところで海外展開をいろいろと取り組

まれていらっしゃるということで、こちらも同様にある会社さんと関係を築かれて

展開して来たものの難しいところに直面して、またパートナリングを組まれる会社

さんを変えて来られたと、こんな経緯がある国もございまして、まさに同様に海外

展開にあたってのパートナー企業の選定・関係構築の重要性というのが窺えるのか
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なと思ってございます。 

20ページ目にセブン＆アイの海外展開の主な取り組みというところでまとめて

ございます。先ほどご案内させていただきました通り、アメリカが１万店弱という

ことで非常に大きなものになってございます。それに加えて中国のところに関して

も、北京、上海というところでお取り組みが進み始めているというところです。そ

の他のところの店舗数も非常に多くございまして、様々なエリアに展開をしていこ

うということで進めていらっしゃるということです。まさに米国を中心とした海外

事業からの利益獲得には成功されておられるというところなのかなと思いますが、

中国をはじめとして他国の成長市場での強化というのが求められているという状況

なのだと思ってございます。こういった国々で投資を然るべき形でしていって利益

を獲得すれば、国内のオペレーションにも還元されて来る部分がある可能性がある

のか、こういったところが論点と思ってございます。 

こういった中で 21ページ目以降に海外大手小売企業の海外展開状況とその事例

と学びというところで簡単でございますが、まとめております。 

22ページ目をご覧いただけますでしょうか。こちらが国内外の大手小売企業と

いうところを俯瞰する上で売上が大きい企業、その中でも海外売上比率が高い企業

というものを順に並べてございます。ご覧いただいた通り、海外売上比率が先ほど

ご覧いただいたセブン＆アイ・ホールディングスさんの 39％よりも高い企業という

のがいくつか存在します。一方でそれを下回る形でありますけれども、10％、20％

といった形で海外売上比率を保っているという企業さんも存在します。 

ここで注意されたいのは、母国市場と海外展開している国の関係なんですけれど

も、母国外でありながらも、例えば経済圏が等しいということですね。例えば EU

の圏内だとか、NAFTA圏内での売上は大きいけれども、その経済圏内を超えると売

上が小さい企業というのも存在して来ますので、そちらを考慮した形で 23ページ

目にグラフで表記してございます。23ページ目の見方なんですけれども、横軸が売

上高ということで、各社さんの売上高の規模を取ってございます。縦軸が売上に占

める FTA圏外の比率ということで、EU圏に所属する企業であれば、EU圏以外でど

れぐらい売上があるとか、NAFTA圏に存在する企業であれば、NAFTA 圏以外でどれ

だけの売上があるのかといったところの比率を縦軸に取ってございます。そうして

見ていただきますと、このピンクで色を塗っているところに該当するような企業さ

んが入られているということで、Carrefourさん、Aldiさん、Amazon さんというこ

とで、こういった企業が経済圏外の売上比率が高いということで、海外展開に非常

に成功しているという見方ができるだろうと思ってございます。Walmart社につい

ては比率がそこまで高くはないですが、ご案内の通り、売上規模が非常に大きいで

すので、金額ベースで見れば、海外売上額が非常に大きい企業であると、こんなふ

うな整理をしてございます。 
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次のページをご覧いただけますでしょうか。24ページです。経済圏売上比率が

高い企業というところの中でも、コンビニ各社さんにとって参考になるであろうリ

アル小売を主体とするトッププレーヤーというところで、Carrefour、Aldi、そし

て Walmartという会社について、これ以降のページで簡単にとりまとめをしてござ

います。 

25ページ目を見ていただけますでしょうか。まず Carrefour社についてとりま

とめをしてございます。一言で申し上げますと、現地のパートナー、あるいは従業

員を起点に現地に非常に適応して店舗拡大をされて来ているという企業でございま

す。左上をご覧いただきますと、売上高が 11.8兆円ということで非常に大きな規

模になってございますが、実は足元の２年で利益というところで言うと非常に苦戦

をしておりまして、18年はマイナス 0.7％になってございますので、全社という単

位で見れば、必ずしも大成功しているという状況にはないというところはご認識を

いただければと思ってございます。一方で海外展開をしたタイミングで一時的に大

きな売上拡大にも成功したというところは事実でございまして、下側に記載してお

りますブラジルに 1995年に進出したタイミング、あるいは東南アジア・中東に出

て行ったタイミングというところでは、実に成功しているというような側面がある

んだろうと思ってございます。そのポイントはやはり参入タイミングというところ

が１つ大きいと考えております。現地のサプライチェーン、スーパーマーケット等

が進展をしていく前の段階で出店をすることによって、ある種ハイパーマーケット

というような言葉も使われますけれども、こういった店舗を築いて現地のサプライ

ヤーさんとの関係を築く。そうすることによって、スーパーが展開される前に市場

シェアを取っていくと、こんな参入タイミングの妙があったという認識をしてござ

います。さらに調達方法は卸さんをかまさず、現地企業の皆さんと直接交渉してい

くというところで調達価格も抑えられているというところ、そして現地の方々を採

用されながら、権限を委譲して速やかに意思決定をされるようにしたというところ

で、かなり現地に寄りそうような形で展開をされてきたというのが Carrefour社の

特徴と認識をしてございます。 

次のページをご覧いただきますと、Aldi社というところをまとめてございま

す。売上規模で言うと 11.7兆円ということでこちらも非常に大きな規模の会社さ

んでございます。ポイントは一番上に書いてございます通り、非常にローコストの

オペレーションというものを作るということと、プライベート商品、ここで安価か

つ高品質なイメージを作りながら海外開拓を進められているというところです。利

益率は非開示となってございますし、成長率は８％弱というところですが、非常に

利益的にも成功しているのではないかというふうにも見られてございます。ドイツ

発祥でして、まさにオペレーションを磨き込んでいくというところで、どんな形な

のかというところは右下に書いてございます。非常にアメリカでもうまく行き始め
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ていると認識をしておりまして、平均的な売り場面積 500坪ほどと小型ではありま

すけれども、商品陳列の段階で日本の小売業のようにきれいに出すということより

は、ダンボール箱を開けてそのまま陳列できるような仕様にされたりだとか、ある

いはレジ袋を有料にされて、従業員の方々のレジ処理速度を非常に高く効率的な回

転を重視されていらっしゃる。あるいは、ショッピングカートも、お客様お金を払

って利用して、利用後に元の場所に返却されればお金が返されてくるといった形

で、こういったカートをしまうというような小売業側の業務もお客様側がちゃんと

していただくことでなくなるようにしていくと、こんな工夫もなされていらっしゃ

る。さらには、商品の約９割以上がプライベートブランドということで、こういっ

たものが非常に安価でありながら高品質であるというところでお客様の支持をされ

ていらっしゃるという、いわゆるディスカウンター型のビジネスモデルで成功して

いらっしゃる例です。 

27ページ目が Walmart社です。もう皆様ご案内の通りだと思いますが、売上

高、グローバルには 56兆円以上というふうになってございます。ただ、利益率は

３％弱ということで必ずしも高くないわけですが、成長率も一定以上キープされて

いらっしゃる。ポイントは現地パートナーの目利き、あるいは調達力と出店拡大と

いうところで事業拡大されてきていらっしゃいます。ここではイギリス、中国、イ

ンドというところを取り上げています。イギリスをご覧いただきますと、やはり買

収という形で大きなシェアを取って来ているというところです。業界３位中北部を

基盤としていた「アズダ」という会社を買収されて、イギリスで大きなシェアを取

るということと、競合との差別化をしていくということでディスカウントストアを

買収して、ロンドン都市部の競合と差別化をしていく、あるいは調達センターを中

国に構えておりまして、こちらから価格競争力のある商品を調達して送り出してい

くと、こんな戦い方をしていらっしゃる。中国に関しては地域を絞った出店という

ところをされていらっしゃるということです。あとはやはり同様に買収ですね。台

湾系資本の会社を買収しているというようなことをされていらっしゃいます。イン

ドのところは皆さんのご記憶にも新しいかもしれませんが、ECの最大手を買収され

て、最終消費者へのアクセスポイントを得られているということで、法規制のた

め、現地小売の難しさがある中で卸売として参入しながら、こういった資本力をて

こにしながら海外展開を進めていらっしゃるといったところです。 

駆け足でご案内申し上げましたが、28ページ目に今申し上げてきたような各社

さんの海外展開の方法論ということを簡単ではございますが、取りまとめてござい

ます。これまで申し上げました通り、経済圏外、母国外で売上を高く取っている企

業というのはそう多くはありません。そういった中でもここで申し上げた３社とい

うのが非常に有力なものの会社ということになりますが、１つ目がまさに現地適応

型で拡大をしていく戦略、これは参入タイミングが非常に大事なポイントになる。
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２つ目が低価格なのに高品質な商品ということで、ディスカウンター型のオペレー

ションを本当に極めて行く、プライベートブランドで競争力を作って行くという戦

い方。３つ目に資本力をてことして、M&Aを活用しながら、攻めて行くというタイ

プ。こういったものが海外企業を見てみると見て取られるのかなと思ってございま

す。 

では、これらがコンビニ各社様の海外展開というところにそのまま適用できるの

かと言うと、必ずしもそうではないということがあるんだろうと思ってございま

す。前段で申し上げた、そもそもパートナリングする企業というのを適切に見つけ

られるかという論点もございますし、各社さんが開発されているプライベートブラ

ンドといったものが本当に海外で競争力を持てるのかという論点もございますし、

さらには他の切り口で海外展開、競争力の確保ができないか、こんな考え方もあろ

うかと思います。こういった中であくまで例示というものでしかございませんが、

29ページ目以降で海外展開を進めるにあたっての可能性を検討する２つの視点とい

うことで、ご提示をさせていただければと思ってございます。 

30ページ目でございますが、日本のコンビニならではの海外展開戦略を検討す

る際の切り口として、あくまで２つを例示という形でまとめてございます。１つは

冷凍食品の強化というところです。ご案内の通り、常温物流、チルド物流、冷凍物

流ということで、物流にもいろいろな物流の種類があります。国によってはこのコ

ールドチェーンと言われる冷凍の物流、あるいはチルドの物流がまだ浸透していな

い国もございますが、段階的にこういった物流が整えられつつあるというのも事実

です。さらにコンビニ各社の皆様が経営方針で掲げられている通り、あるいはフー

ドロスの問題にも対応するために、冷凍食品の強化というのも進められておりま

す。私自身も一消費者としてコンビニ各社さんの冷凍食品を食してみると、非常に

おいしいなと思うものがもう出来て来ているというところで、こういったようなも

のが海外展開の中でも競争力の源泉になるのではないかということが考え方の１つ

です。 

もう１つ自動販売機というところです。これも後段でもご案内できればと思いま

すが、自動販売機はもともと日本の場合、現金というものが使われておりまして、

自動販売機の中に現金が収納されているわけですが、海外では治安等の観点から自

動販売機を普及すると現金が盗まれてしまうリスクもあるということで、あまり普

及していない国が多くございます。そういった中で昨今のキャッシュレスというこ

との中で、中国をはじめとしてキャッシュレスが浸透している国ではこの問題をク

リアできるだろうということで、自動販売機の発展性もあるということになってご

ざいます。自動販売機のオペレーションというのは、実はコンビニに近い形なんで

すね。非常にきめ細かな物流、人の動きが必要になって来ますので、こういった領

域でのシナジーの可能性というのは検討するに値するのではないかということで記
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載してございます。 

31ページ目がまず冷凍食品というところをまとめてございますが、市場規模と

いうところを世界中で見てみますと、年間４％程度で安定的に成長しているという

ところです。その中でコンビニ各社さんも右側に記載しております通り、新商品の

投入、ラインナップの拡大、あるいは冷凍食品売り場自体を国内のコンビニエンス

ストアの中でも拡大をして来ておりまして、こういったものが海外を見据えた時の

競争力の源泉になりはしないかといった点でございます。 

２つ目に、32 ページでございますが、自動販売機についてまとめてございま

す。左側を見ていただきますと、自動販売機の普及状況というところを書いてござ

います。人口１万人あたりの自動販売機台数が何台あるかというところですが、や

はり日本は非常に自動販売機が多い国となってございます。それに比べて、アメリ

カ、欧州、中国はまだまだ浸透台数が少ないといったところになってございますの

で、キャッシュレスの普及と合わせてここの成長が見込まれるといったタイミング

です。右側をご覧いただきますと、自動販売機を活用すると、ロイヤリティ向上の

仕組み、コンビニエンスストアの店舗とポイントを相互に共有するような取り組み

であるだとか、あるいは物流効率を改善するだとか、自動販売機を活用してマーケ

ティングにも活用していくと、こういったようなコンビニ事業とのシナジーという

可能性もあり得るのではないかということで記載してございます。 

今日ご説明申し上げた冷凍食品と自動販売機はあくまで例示的な視点ではござい

ますが、33ページ目に改めてまとめております通り、こういった観点、新しい視

点、切り口を持ち込みながら、海外展開事業の可能性というのを模索することによ

って、持続可能な状態というのを作って行ける可能性がないのかということ。さら

にはこういった海外展開の難しさを克服するために政府間での協議の中で民間の企

業を後押しするような仕組みが取れないのか、こういった点についても議論がなさ

れるとよろしいのではないかと考えてございます。 

駆け足になりましたが、私からのご説明は以上にさせていただきます。 

 

 ○伊藤座長 

はい、どうもありがとうございました。それでは、続きまして、事務局より報告

書骨子の案につきまして、説明をお願いします。 

 

（２）事務局説明 

 ○事務局 

それでは、お手元の資料３をご覧いただければと思います。これまでのところ、

３回に渡る検討会、また委員の各位にもご協力をいただきまして、オーナーへのヒ

アリング、あるいはコンビニ本部へのヒアリングといったことを実施してまいりま
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した。そうした中で様々な論点が提示をされてきたわけですけれども、それらにつ

いて、私ども事務局の方でまずは１つまとめてみまして、それで報告書の骨子案と

いう形で整理をしたものがお手元の資料ということです。以下、この紙に即してそ

れぞれの説明をさせていただければと思っております。 

まず１番目、はじめにということで、この検討会が何をどのようにして検討して

来たかという経緯について記載をしてございますが、コンビニというものが過去 40

年あまりに渡って成長して来て、そして日本の中小小売業の近代化に貢献して来た

ということは事実なんだろうと思っておりますが、そうした中、昨今経営環境の変

化により、その成長基盤が揺るがされている。そういった状況にあるんだろうと思

っております。一方で、技術革新、あるいはそれに伴う新たな小売業態の登場とい

った動き、こうした動きにコンビニとしてどういうふうに対応していくか、これも

課題になっているんだろうと考えてございます。消費財サプライチェーンに不可欠

となったコンビニの持続的発展、これは個別企業の経営問題という範囲を超えた課

題に今やなりつつあるということなんだろうと考えてございます。 

２番目。これまでのコンビニと現状ということで、過去のコンビニの発展、そし

て足元の環境変化、もう少し詳し目に見て行くということです。まず（１）フラン

チャイズシステムの下でのコンビニの発展ということですけれども、中小小売業

者、これがフランチャイズの下で本部の規模のメリットを生かした支援によって競

争力を強化し、あるいは近代化を図っていく、そういうモデルとしてのフランチャ

イズシステムというものがあったわけでございます。一方でこれを本部の側から見

ると、本部は一から投資する必要なく店舗網を急速に拡大することができ、そし

て、得られたロイヤルティを基に設備投資や商品開発をしていく、こういったモデ

ルであったわけです。とりわけこうしたモデルの中でコンビニという業態において

は他のフランチャイズ業態と比較しても、そのブランドの下での統一ということが

強く確立をされていたということだと思っております。統一的な品ぞろえ、あるい

は 24時間営業といったサービス、全国どこに行っても同じようなサービスが受け

られる。こういったモデルを確立をさせて来た、こういったことだろうというふう

に考えてございます。 

（２）近年の環境変化ということでございますけれども、昨今まず日本は人口減

少社会になる中で、この小売業の売上高、コンビニも含めて頭打ちになっていくん

だろうということです。そして、コンビニチェーン間の競争、さらにはコンビニ以

外の異業態の小売業との競争、これも激化をしているということだろうと思ってお

ります。そして、人手不足や最低賃金の引上げといったような傾向の中で人的コス

トが不可避的に上昇していく、これが加盟店利益を圧迫するということが起きてい

るのではないかとことです。一方で、（１）で申し上げましたように、コンビニ、

中小小売業者がブランチャイシステムのところに入って来るということが想定をさ
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れている部分もあったわけでございますけれども、昨今はいわゆるＣ型と言われま

すような、土地・ 店舗を本部が準備する、こういった形態の契約が増えて来てお

りまして、こうした中で加盟店の側から見ても、チェーンに参加する、そのメリッ

トが見えにくい状態になって来ているのではないかということが指摘されようかと

思います。そして、提供サービスがさまざま増えていく中で、こうした新たなサー

ビス、手数料が低かったり、あるいはその手間に比して売上げが伸びないといった

ような状況となる中で、さまざま社会的役割論ということも言われたわけでござい

ますが、こうしたことへの対価が適切に負担されているのか、むしろオーナーに負

担が過度によっているという状況になっているのではないか、こういったことも論

点なんだろうと思っております。そして、こうした環境の変化がコミュニケーショ

ン不全、これはチェーンの中で、本部の中でのコミュニケーションであったり、あ

るいは本部と加盟店との間でのコミュニケーションであろうかと思いますが、こう

したコミュニケーション不全によって、環境変化を本部が十分に捉えられて来なか

ったといった事情があるのではないかと考えております。一方で、新たな技術がさ

まざま出て来ておりますが、これに対応していくということは、チャレンジでもあ

りますけれども、同時にチャンスでもあろうということでございます。 

３つ目、こうした環境変化の中で、コンビニの目指すべき方向性とビジネスモデ

ルの再構築をどう考えて行くかということです。コンビニを取り巻く環境の変化に

よって、フランチャイズパッケージの下で本部と加盟店の双方がメリットを享受し

ていく、こういう好循環が目詰まりをしてきているのではないか。そして、こうし

た状況を改善して、コンビニが持続するためのビジネスモデルを再構築し、コンビ

ニが引き続き成長していくために何をすべきか、目指すべき方向性を以下の通り提

示をしていくということであります。 

まず 1つ目は、加盟店優先・オーナー重視という視点から、このビジネスモデル

ということをやはり再構築をしていくべきではないかということであります。①と

して、まず先ほど申し上げました通り、コンビニ、とりわけその統一性ということ

を強く打ち出してきたモデルであったわけでありますけれども、「統一」というこ

とからより「多様性」を重視する方向に軸足を移していく。こういった形でのフラ

ンチャイズモデルへの転換ということが求められているのではないかと考えており

ます。まず、加盟店のオペレーションについて、一律の対応を見直して、店舗の置

かれた環境、さまざまあるわけでございますが、それに応じて提供サービスを取捨

選択するといった柔軟な経営を認めること、これによりオーナー負担が軽減される

ことのみならず、多様化する消費者ニーズへの対応も同時に可能となるのではない

かという考え方があり得ようかと思います。とりわけ 24時間営業については、ユ

ーザーからもこの夏にアンケート調査等々行いましたけれども、地域性などを踏ま

えて実施を考えるべきではないか。あるいは店舗の判断に実施するか・しないか委
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ねるべきではないか、こういった声が強く見られたということです。こうしたこと

を踏まえますと、全店舗が一律に 24時間営業を行うということではなくて、それ

ぞれの店舗の経営環境、あるいは地域社会の需要・認識、こういった変化を踏ま

え、そのあり方を検討していくべきではないかというふうに考えているということ

です。また、サプライチェーン全体、コンビニの店舗、店頭のみならず、サプライ

チェーン全体に働き方改革、これを波及させていくという観点からは、休日という

ことについても、店舗の事情に応じて柔軟に認めることも検討されるべきではない

かということです。また、昨今言われておりますような、食品ロス削減、こういっ

た社会的要請、こういうことに対応していくという観点からも、加盟店がそれぞれ

現場で積極的な創意工夫を行って行く、そのことによってこうした課題に対応でき

るという側面もあるのではないかと考えてございます。 

②本部の加盟店支援の強化、フランチャイズへの加盟メリットの可視化というふ

うにしておりますけれども、これまで見て来た中で、やはり加盟店重視、オーナー

重視という立場に立つのであれば、本部と加盟店の役割を、今までこれは本部では

なくて加盟店の仕事だよねというふうに伝統的には考えられてきたものについて

も、本部が加盟店支援の強化という文脈からやっていくべきものはないかというこ

とで、本部と加盟店の役割を見直して、そして、加盟店の直面する課題へのサポー

トを本部として強化していくということが重要になるのではないかということで

す。特に冒頭申し上げました通り、国内市場、なかなか人口減少の中で売上が頭打

ちというふうになって来ている状況を踏まえますと、既存店の競争力強化というこ

とをしっかりと軸足に据えて動いて行くべきではないかということです。また、具

体的な視点として売上高や生産性を向上するための商品力、あるいはサービス力の

強化、これはこれまでも本部としてやって来ていることだと思いますけれども、こ

れを引き続きやっていただく。また、本部のみならず、加盟店の従業員に対する研

修充実、これはこの夏に実施をいたしました従業員に対するアンケートの中でも本

部に対して期待することして挙げられていたことです。あるいは、セルフレジ

等々、技術を活用した省人化への投資、そして、経営指導ということも本部が加盟

店に提供して来た支援なわけでございますが、これについてもデータに基づく経営

指導、こういったことに引き続き取り組んでいくことが重要ではないかと考えてご

ざいます。特に人材確保、あるいはその定着ということにつきましては、従来ここ

は比較的加盟店のオーナーに委ねられてきたところなんだろうと思いますが、一般

従業員のみならず、オーナー・店長をサポートできる人材も含め、この確保等々に

本部として取り組んで行って、その支援を強化すべきではないかということです。 

続きまして、食品ロス、先ほども少し出てまいりましたけれども、こうした社会

課題の解決、もちろん加盟店に委ねるということではなくて、これを実現するにあ

たって本部と加盟店との間でどういうふうにそのコストやリスクを分担していけ
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ば、よりこうした課題に対してきちんと対応できるのか、こういった目線からも検

討されるべきではないかと考えてございます。 

そして、いわゆるロイヤルティ、この対価として本部が提供する支援ということ

になっているわけでありますけれども、やはりその支援の内容については、バラン

スの観点、あるいは支援内容に関するデータを共有するといったようなやり方によ

り、加盟店の納得感を高めていくということがやはり重要になって来るのではない

かと思っております。また、その算定についても、さまざま環境変化に応じて利

益、あるいはコスト、あるいはリスク、こういったことの分担を考えていかなけれ

ばならないということでありましょうし、またそれを考えて行く上でのそれをどう

いった考え方に立ってやるのかということについて、加盟店に対して適切に情報共

有を行っていくということが求められるのではないかと考えてございます。 

３つ目。オーナーとの対話の強化ということです。以上申し上げたようなことを

本部として実施をしていく、あるいは加盟店でも実施をしていくということをやっ

ていく上では、やはり冒頭申し上げましたようにチェーン内におけるさまざまなコ

ミュニケーションがしっかりと図られるということが前提になって来ようかという

ことです。本部内のガバナンスということも含めて多様で重層的なコミュニケーシ

ョンの仕組みを構築して、構築するだけではなくて、その仕組みが実効的に機能す

ることで本部が加盟店の現場で何が起きているのか、その声を吸い上げるというこ

とが可能になるわけでございますし、さらには例えばオーナー間でも情報を共有し

たり、あるいは経営課題について共有しながらどのように対応していくかというこ

とを相談したり、こういったチャネルを整備していくことも重要ではないかという

ことです。また、この検討会においてもオーナーが高齢化をしていく中で、どうや

ってオーナーが引退をしたり、あるいは後継者へ事業を引き渡していくのかといっ

た点も議論になりました。こうした後継者への円滑な承継、あるいは引退の仕組み

をどう構築していくか、さらにはオーナーが長期に渡って契約を結んできた中で、

さまざまオーナーを取り巻く状況の変化も踏まえて、フランチャイズ契約を見直し

ていく、こういったような柔軟な対応も必要になってくるのではないかと思ってお

ります。そして、新たにコンビニオーナーになろうとする人たちに対しても、やは

りしっかりと情報提供をしていくべきだろうということで、とりわけこの間、コン

ビニの各加盟店の経営状況どうなのかといったようなことも非常に世間的にも話題

となってきたという状況でございますが、そうした既存加盟店の経営状況などの情

報を適切に提供していくということは、コンビニオーナーという職業を魅力的なも

のとする上でも重要なことになってくるのではないかということです。そして、ち

ょっとすみません、これ言葉がやや分かりにくいんですけれども、オーナーに対す

るというか、オーナーが何らかいろいろ問題があるという時に、オーナーの相談を

受け付ける体制、これをきちんと整備をしていくということが検討されるべきでは



15 

 

ないかと考えてございます。 

（２）新たな時代に向けたコンビニの革新ということで、以上のようにビジネス

モデルを再構築していった上でさらにその未来に向けてどのように取り組んで行く

のかという目線で整理をしてございます。 

まず１つ目。リテールテックを活用した次世代モデルと言っておりますけれど

も、Ｅコマースの拡大でありますとか、オンラインとオフラインの融合、こうした

新たな小売業態の登場、こういった変化を、やはりこれも繰り返しになりますけれ

ども、好機、チャンスとして活用していくべきではないかということです。例えば

キャッシュレス決済端末の導入とか、セルフレジ導入といったことを既に各本部や

られているわけですけれども、こういった省力化という目線だけではなくて、オン

ラインで消費者と常時つながることを前提として、消費者体験を設計する。そし

て、ユーザーが提供するデータを活用して、どういったサービスを提供していくの

か、こういった視点も重要なんだろうと思っております。また、これも検討会の中

であったご指摘ですけれども、そうした目線だけではなくて、従業員のエンゲージ

メントといったこと、これをテクノロジーにより高めていくという視点もあるので

はないかというご指摘もあったところです。 

２つ目。社会課題解決型ビジネスということで、この検討会の中でもコンビニが

さまざま社会課題の解決に結びつくアクティビティということがいろいろご指摘を

いただいているわけですけれども、地方における買物拠点、見守りサービスなど、

公共的サービスの提供拠点としてのコンビニの役割は、今後の人口減少と高齢化の

中で、より一層高まっていくことになるんだろうと考えてございます。また、観光

客への地域 PR でありますとか、インバウンド需要の取込みに向けた地域の産品の

販売、あるいはそうした地域産品を全国に紹介していく機能など、地域活性化の拠

点としての役割もコンビニが達成するという可能性があるのではないかということ

です。また、災害時の対応については、 BCP の観点、あるいは指定公共機関とし

ての機能を維持し、そして回復していくという中では、各加盟店のオーナー自身も

被災者であったりするわけですので、そうした加盟店のオーナーが対応して行くと

いうだけではなくて、チェーン全体として本部もこうしたことをしっかりと対応し

ていく、こういったことが検討されるべきではないかということです。そして、こ

うした社会課題の解決につながるコンビニの機能は、これはやはり本部にとっても

加盟店にとってもビジネスとして成り立つこと、これが前提なんだろうと思ってご

ざいます。適正な対価の回収が可能な形で実施されるということがないと、なかな

かこうしたことをコンビニが担って行くということも難しくなってくるということ

は考えられるのではないかということです。 

３つ目。国際展開。先ほど関灘委員にご説明をいただいたばかりですので、すみ

ません、この資料、当時においては（Ｐ）ということで PENDINGということになっ
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ておりましたけれども、これ、関灘委員のご説明があった後ということですので、

特にこの（Ｐ）ということはお気になさらず見ていただいて結構でございます。た

だいま、プレゼンいただきました通り、やはり今後の「稼ぎ先」として海外市場を

位置づけるとしたとしても、やはり出て行く先、あるいはその事業の形態等々によ

って、きめ細かな分析が必要になるでしょうし、現地事情に応じた柔軟な事業展開

が出来て来ることが必要になってくるということです。また、現地人材との交流で

ありますとか、現地で事業を拡大して行く上で、それを担って行く現地人材の育

成、これもやはり重要なんだろうということです。また、関灘委員からご指摘があ

りましたように、場合によっては相手国政府との関係において、さまざまな障壁が

出て来た場合には、そうした政府間の対話の場も活用して、場合によっては日本国

政府としてもさまざまな事業環境の整備のための働きかけをやっていくということ

だろうと考えてございます。また、これは必ずしもこういうことが可能だというこ

とというよりは、問題提起ということですけれども、さまざま IoT 等を活用してコ

ンビニのビジネス、サプライチェーンのあり方を考えて行く。これは先ほど申し上

げたリテールテックという文脈でも重要になってくるんだろうと思いますが、日本

国内でそれをやろうとすると、なかなかこれまで構築をされたシステム、やり方、

そういったものがある中でゼロから作るという、あるいは作り変えるというわけに

もいかない場合も多いんだろうと思っております。そうした中で海外において日本

国内で導入することが想定されるけれども、必ずしも直ちには導入できないような

サプライチェーンの効率化に向けたテクノロジーを用いた取り組み、これを実証的

に実施をして、その後に日本国内の展開につなげていく、こういったことも可能性

としては考えられるのではないかということで盛り込ませていただいております。  

４つ目。施策の実行・フォローアップということで、ここまで申し上げて来たよ

うな提言事項、これをどのように実行していくかということです。まず、今年の４

月に各コンビニ本部が行動計画というものを策定をして、時短営業、あるいは省人

化に向けた投資、さまざまな観点について計画を策定をし、それに基づいていろい

ろと取り組んできているということでございますが、こうした行動計画に基づいた

取り組みにつきましては、引き続きまたこの報告書に盛り込まれる提言も踏まえた

上で、必要に応じた見直しを行うなど、不断の対応をやっていただくということが

重要じゃないかと思っております。そうした各社の取り組みを政府としてもフォロ

ーアップをしていく、こういうことだろうと思っております。また、現在、公正取

引委員会が、独占禁止法を執行する立場から、コンビニ本部とオーナーとの関係に

ついて調査を行っている状況だと承知をしております。政府としては、こうした調

査の状況も踏まえながら、引き続き本部とオーナーの関係が適正なものとなるよう

対応していくということだろうと思ってございます。また、例えば RFIDの普及で

ありますとか、あるいは店舗の無人化・省人化といったような諸課題に取り組むに
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当たっては、関係者の協力体制構築、環境整備、必ずしも各社だけでは実現できな

いような部分もあろうかと思います。国際展開なども含めまして、こうした環境整

備、これをサポートしていくということも政府の重要な役割になって来るんだろう

と考えてございます。最後、いずれにせよ、コンビニ各社、政府、あるいはそれ以

外の関係者、こういった関係者がそれぞれの立場で本報告書に示した提言を実現し

ていく、こういうことが重要だろうということでございます。 

以上、私の説明、以上でございます。こうした形で報告書案まとめるということ

で一案としてお示しをさせていただいておりますが、さまざまコメントあろうかと

思いますので、そういったこともいただきながら、今後この検討会の報告書をとり

まとめていきたいと考えてございます。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい。どうもありがとうございました。それでは、本日の議事について、それぞ

れご説明をいただきましたので、委員の皆様からご質問やコメントの時間を設けた

いと思います。ご発言を希望される方はネームプレートを立てていただければと思

います。順番に指名させていただければ。じゃあ、白河委員。 

 

 ○白河委員 

すみません。この後退出致しますので、先に意見を述べさせていただきます。本

検討会が始まったことで、加盟店オーナーさんの声が可視化され、本部サイドから

さまざまな改善案が出たこと、とてもすばらしいと思いました。それを踏まえた上

でさらなる提案をさせていただきます。 

まず現行のフランチャイズ契約について、もう少し強い表現があってもいいので

はないかと思いました。特に廃棄ロス、人件費を本部が負担しない取り組みについ

てです。特に廃棄ロスは ESG投資、SDGSにまつわる重要な課題です。日本を代表す

る企業としてぜひ責任を持つ仕組みを持って欲しい。今のままでは廃棄が出ても本

部の負担は少なく、利益相反が起きてしまいます。本部が廃棄ロスに強いインセン

ティブを持つような仕組みが必要ではないかと思っています。一部の季節商品を予

約制にするだけで廃棄量の削減は前年比８割減、でも利益は７割増という数字があ

りましたので、ぜひこういったことに向き合って欲しいと思いますし、全国のコン

ビニで１日あたり多くて 604tの食品が廃棄され、これは事業系食品のロスの６％

に相当するそうです。それから、こちらにも書いてあったようにビジネス環境に合

わせた柔軟なチャージの変更、途中解約についての違約金のあり方などについても

言及していただきたいと思います。また、裁判外の紛争処理機関ですね。ADRのよ

うな設置、対話というだけではなくて、紛争処理に関しても何かあった方がいいの

ではないかと思っています。やはりセイコーマートの社長が指摘したように、行き
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過ぎたことが起きる圧倒的な本部とオーナーの優劣関係がそのままになっている中

ではさまざまことが機能しなくなります。さらに、インフラの代行業務ですね。こ

れをもう少し手数料をみんなで負担する、高く持ってもいいのではないかと思いま

す。それから、携帯電話業界、販売業界も大手の話し合いによりお正月休みが実現

しましたので、お正月に限らず、コンビニ各社の話し合いによっての一斉休みなど

もあっていいのではないか。最後に、人権格付けというのはもう既に SDGSの観点

で始まっておりまして、これは投資家が設立した企業人権ベンチマークというのが

2018年から始まっています。日本でも評価の対象になった企業ありますけれども、

非常に世界のグローバルの水準に比べて非常に低いんですね。ぜひ今後さらに厳し

くなる人権の監視について、海外の人が働く、または海外に進出する企業としては

もう少し敏感になる必要があるのではないかと思いました。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい、どうもありがとうございました。それでは、永井委員、お願いします。 

 

 ○永井委員 

ありがとうございます。報告書の骨子案について、１点質問と、あと意見を申し

上げたいと思います。まず質問なんですが、この骨子案と言いますのは、全体とし

ては当面法律を制定するつもりはないが、努力目標を掲げて、政府としては目標が

遂行されるかどうか、今後を見守るというスタンスなのでしょうか？ と言います

のも、喉元過ぎればという表現がありますように、元の木阿弥になってしまう恐れ

もないわけではなく、半年後とか、１年後とか、そういった期間を区切って努力目

標が遂行されたかどうか、点検される機会を設けられるかどうか。そのおつもりが

あるかどうかをまず１点お伺いしたいと思います。 

次に私の意見ですが、ゆくゆくは個人的には法律を整備した方が良いと、フラン

チャイズ法のような、そのような法律を整備した方が良いと考えておりますが、こ

の検討会の報告書の骨子案を拝見しますに、先ほど白河委員のご発言もありました

が、一歩前進したと、そう言っても良い、少なくとも加盟店が抱える問題があぶり

出されて、それに対応して行くという、そういった一歩前進と考えているかと思っ

ております。特に 24時間営業に関して柔軟な姿勢を取ると、また廃棄問題も現場

に任せた方がいいと、こういった提言は意義あるものと考えております。また、チ

ェーンによってはオーナーさん同士の情報共有を積極的に推進されているところも

あるわけですが、一方でそれを非常に嫌がっておられるチェーンさんがあるという

のも事実で、やはり今後オーナーさん同士の情報共有というのは進めていかれた方

がよろしいかと思います。こういったことを進めていきますと、短期的には本部の

収益を下げることになってしまうのですが、長期的に見ますと今の、これまでの状
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況を放置してしまいますと、加盟店の担い手が無くなりまして、本部も店舗数の縮

小とか、フランチャイズを直営に転換せざるを得ないということになりますので、

やはり加盟店の状況改善というのは喫緊の課題だと思います。ただ、何点か取りこ

ぼした問題もあるかと思っていまして、オーナーヒアリングでお話を伺いまして、

しみじみと思いましたのは、どうしてこの契約を結んでしまったのかという、こん

なはずじゃなかったというのが伝わって来ますので、やはり加盟に際しましては本

部の方々もバラ色の収益モデルを提示されるだけではなくて、リスクも含めて十分

な説明をすべきではないかと思います。今どき投資信託１本買うにも、営業マンの

話を延々と聞かされるわけですし、やはりオーナーさんも人生を賭けてコンビニに

加盟されるので十分な説明義務というのを負わせる必要があるのではないかと思い

ます。また、先ほど白河委員もおっしゃいましたが、契約後もいろいろ問題出てま

いりますので、法律制定が今現時点で無理ならば、業界団体か役所が第三者的な紛

争処理機関を作るのがいいのではないかと考えます。以上です。ありがとうござい

ました。 

 

 ○伊藤座長 

ありがとうございました。 

 

 ○事務局 

それでは、すみません、ご意見ありがとうございます。最初のご質問について、

答えさせていただければと思っております。まさにこの骨子案の４のところに書か

せていただいておりますけれども、今後各コンビニ本部がこれをどうやって実現を

していくのか。それをしっかりと PDCAをどうやって回していくのか、これが非常

に重要だろうと思ってございます。従って、この検討会の報告書がまとまりました

と、はい、それでおしまいということではないんだろうと思っておりまして、引き

続き各社の取り組みを政府としてもフォローアップをしていくということだろうと

思っております。それを具体的にどういうタイミング、あるいはどういうやり方で

やっていくかについては、これも状況を見ながら、そのやり方は適切に考えて行く

ということだと思っておりますが、この瞬間、具体的にこういうスケジュール感で

こういう枠組みでやるということを固めているわけではございません。 

 

 ○伊藤座長 

よろしいですか。では、夏野委員。 

 

 ○夏野委員 

この報告書、網羅的にいろいろな問題点が全部課題として整理されていて、これ
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が出ることで非常に後押しする、いい形になっていく、いいきっかけになると思う

のですが。若干市場経済とか、民間のレベルに任せておくと解決がつかない点があ

ると思ってまして、それが（１）の２ページ目の例の住民票発行等の公共サービス

の提供および公共料金の収納代行。それから、公共料金だけではなくて、公益事業

者ですね。携帯電話会社とか、あるいは東京電力とか、いわゆる電力会社とか。こ

れの収納代行系のサービスの比率というのはものすごく大きくて、という報告はコ

ンビニのオーナーの方からもお聞きしたわけなんですが。ここの価格決定はもう既

にネゴシエーションが終わってしまっていて、全て入っているので、もうこのま

ま、この報告書が出ても、見直しのきっかけに応じる可能性ってなかなかないと思

うんですね、事業者側が。一方で、この価格設定で、例えば銀行振込の手数料より

も安い価格でやっていて、しかしながら手作業のレジ打ちが入って、証書があっ

て、しかもその証書は保管されていなきゃいけなくてという、この不効率さを修正

するためには、何らかの形で政府側、あるいは第三者的な委員会があって、その委

員会でガイドライン的なものを指定していかないと、業界だけの分で任せていては

なかなか行きませんし、それから料金に関して言うと、コンビニさんが全部集まっ

て料金作っちゃったら、これカルテルになっちゃうので。これはまたこれで違う問

題もあると思うので、この辺については少し政府の関与ということを報告書でも謳

っていただけるとより具体的になるのかなと思いました。それが２の２の社会課題

解決型ビジネスの一番最後の項に、コンビニの機能がビジネスとして成り立つとい

うことで、今までの経緯的に言うと、人口が増えていく中で出店を競っていって、

その競争の中でいろいろなことが決められていたんだけれども、全部市場がマチュ

アして、じゃあ、値段を振り返ってみると、価格決定が必ずしも今の世界に合理的

ではないという価格になっているもの、これの代表例が収納代行の手数料だと思う

のですが、ここを修正していくのは、若干やはり業界だけに任せておくにはちょっ

と心配かなという懸念がありますので、ここがもっと強くこの報告書で打ち出せる

とより効果的かなと思いました。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい、じゃあ、根本さん。 

 

 ○根本委員 

はい。では、まず環境認識なんですが、この業界ではコンビニエンスストアとい

うのは飽和したか、飽和していないかという議論が延々行われている。これを切っ

てしまいたいという気がするんですね。飽和するとやることがなくなってしまう

し、多分飽和するとあとはもう沈殿するとか、過飽和になって、結晶してもうどう

していいか分からないとなってしまう。化学的な言葉を使うよりは、単純に成熟し
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たという生物学的な言葉の方がまだいいんだろうと。成長過程でやっていたことを

成熟課程でやり続けているからこういう問題が起きているんですよと、このまま行

くと、衰退とあとは破綻がありますよといったような環境認識をしっかりしておき

たいという感じがするんです。それが第１点目であります。 

第２点目は、問題は本部企業の改革の問題だと。今のように環境が変わって来て

いるにも関わらず、本部企業が変えるべきことを変えて来なかった。だから早く変

えて欲しいという本部企業の改革という線を報告書の中で強く打ち出していただけ

ないかと思っております。これはちょっとデリケートな話なんですが、この業界に

は、この業界を日本に作った非常に優秀な経営者がおられて、この方がある意味で

カリスマとなって長期間この業界を押さえて来られたと。絶対的権力は絶対的に腐

敗するとは言わないんですけれども、絶対的権力はやや組織を硬直化させるという

ことは言わざるを得ないと思います。この組織の硬直化が様々な問題を起こしてい

るということなので、この業界を従来のカリスマから解放しないといけないと考え

ているわけです。報告書がそのような支援になってくれるといいだろうと思いま

す。そして、現在のトップマネジメントの人達は、ここでのヒアリングもあったよ

うに、この状況を変えて行こうとしています。ただ、企業の中にはそれに抗う勢力

も当然あるわけです。だから、むしろ変えて行く側を支援するような報告書になっ

ていくといいだろうと考えて、ここは強くやっていただきたいということなんです

ね。その硬直化した事は結局加盟店を非常に辛い目に遭わせて、実は組織の内部の

営業の人達も非常に辛い状態になっているといったようなことがある。そこは企業

としては変わっていかないとならないだろうと思っています。そこで、ヒアリング

等で様々な問題が出て来たと思うので、これをいくつかの緊急性のレベル等で分け

て見ていただきたい。例えば、今すぐにでも変えないといけないですよね、という

ことがいくつも出て来ました。それから、ある程度変えるためには時間がかかる。

あるいは手続きが要る。今の手数料問題も外部が絡んできますから、そういったの

でえらい時間がかかるのだけれども、しっかりやろうと。あるいは、本質的にこの

業界が変わって行くためには、店舗だけじゃなくて裏の生産システムと物流システ

ムが変わって行かないといけないんですね。これが非常にきついシステムを回すよ

うに出来上がっていますから、これについて、例えば１日の配送頻度を今まで９回

だったものを５回か６回に落とすような実験をトップ企業が沖縄で始めているんで

すよ。そういうようなところから変わって行かないといけないだろう。さらに契約

を変えるとなると、本部自身の収益、株価の問題もあって、いろいろ考えないとい

けないことがある。それを時間の順ですぐやる。ある程度早く、中期的に、すぐや

れるもの、短期的にやれるもの、中期的に取り組むべきものといったようなことを

分けて考えてみていただきたいと思います。さらにもしかしたら将来に向けてもっ

と夢が持てるようにやれることといったようなこともあるかもしれません。これが
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第２点目です。本部を変えること、あるいはそれを支援することというのを報告書

のミッションとしていただけないかということです。 

それから、３つ目なんですが、IT問題で経済産業省が 2025年には全ての商品に

ICタグを付けるといったようなことが業界のトップマネジメントに宣言させるとい

うようなことがあったわけです。ただ、技術的に考えると、今のところ 2025年に

タグと呼ばれるような ICが全ての商品につく可能性というのは、相当低いと考え

ないとならない。もう一方で新たな技術は様々な形で出て来ている。それから一気

にサプライチェーン全体を可視化できなくても、仕事の仕方をいろいろな形で効率

的に変えて行く技術が出て来ていますから、経済産業省の、この業界に対する IC

の指導方針というのを、もうちょっと複線化していただけないかということです。

否定しろとは言わないんですけれども、複線化していくつか考えを出して行ってい

ただきたい。そうしないと、業界がどうしてもその路線に縛られて意味のない店舗

実験をやったり、変な動きをしてしまうということで、将来の AIですとか、カメ

ラですとか、いろいろなものを含めた情報システムのビジョンというのがあっても

いいだろうと考えております。これが３点目なんです。 

４点目は、将来に向けて何か明るい話も出したいということです。2025年に IC

タグを付けるという話もあったのですが、2025年に大阪で万国博覧会がありますの

で、実はあの年までにコンビニエンスストアの次の次期モデルを作ってほしいと考

えているんですね。それをその地で日本の国の人々を世界からお越しになる方々に

見せて、実際にそこで食べてもらう、楽しんでもらうといったようなことが業界と

してできないかと。場合によっては、そういったようなことを万博と絡めながら政

府、行政が一定程度支援して行けないかと考えています。そしてこれの副次的な意

味合いとしては、世界の人々にこれを見せることによって、この業界、あるいは日

本のコンビニエンスストアという優れた流通システムが世界に出て行くバックアッ

プができないかという気がいたしております。 

そして、もう１点だけなんですが、コンビニがインフラだということに関する期

待レベルを若干下げるべきではないのか。少なくとも過大な期待をして加盟店に負

担をかけ続けてはいけないのではないかと思うんですね。それどころか、例えば地

震とか、地震後の大きな火災があった場合にコンビニエンスストアに人が集まって

しまった場合、あの小さなお店は大丈夫なのかというリスクもしっかり押さえてい

かないとならないだろうという気がいたしております。そしてもう１つ、流通全体

を見渡した場合、なぜコンビニだけこういったような期待を寄せるんだろうか。そ

ばにはスーパーマーケットがあり、ドラッグストアもあり、総合スーパーもあるじ

ゃないか。特に健康や病気のリスクがある場合には、ドラッグストアが非常にいい

かもしれません。これはお店の規模ももう少し大きいし、食料品の備蓄もスーパー

マーケットの方がしやすいかもしれないですね。なぜそれをコンビニだけに重い負
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荷を負わせるのか。これはおそらく数がそろうからですよね。しかも全国展開して

いるわけなのですが、でも各地にいろいろな業態のものがありますから、そちらも

含めて、へんてこりんな英語なんですが、ライフラインというのを維持していく必

要があれば、必ずしもコンビニだけではなくて、そこはもう少し広い視点で考える

べきだろうと考えております。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

ちょっと分からなかったんですけど、ICTの指導書をもう少し複線化すべきだ

と。これはどんなふうに書いたらいいんですか？ 

 

 ○根本委員 

2025年に２つの条件の下に ICタグを全部付けるということでしたよね。あ、全

部じゃない？ 

 

 ○事務局 

それで、すみません、ICタグに関してはわれわれは非常に大きな可能性がある

と思っております。これは根本先生もご同意いただけると思いますが、日本の場

合、やはり店舗だけの効率化じゃなくて、手前の物流から含めた効率化を考えると

いった時に、もちろん今 Amazon Goがやっている顔認証みたいな、これは店舗の効

率化にものすごく役立つと思うのですが、少なくとも物流のフェイズではあまり役

に立たないとすると、ある一定のマスについては ICタグを活用するということ

を、特にコンビニが率先してやっていただけると、すみません、あれは１枚当たり

の単価がものすごく高いので、ある程度品数を持っているコンビニがやってくれる

と非常に単価のマイナスにつながるなということでここまで来ています。従って、

われわれ他の方法を、アプローチを認めていないわけじゃなくて、ICタグというア

プローチもあるし、それから店舗だけのことを考えれば、Amazon Go のようなフェ

イシャルリコギニションというのもあると思うんですけど、他の方法もあると。た

だ、おっしゃるようにまさに情報化にこれから取り組む中でいろいろな可能性が出

て来ているということで、もう少し議論すべきだというのはおっしゃる通りです。 

 

 ○根本委員 

そうですね。今のお話でいいと思うのですが、非常に高らかな宣言が行われたの

で、宣言をした人達はどうしてもそれに縛られてしまう。その縛りを解いてあげて

ほしいということです。店舗段階では今のようなお話もあるだろうし、一気にサプ

ライチェーン全体を全て効率化するというのはできないかもしれない。段階的にま

ず例えば店舗からとか、物流は物流で別の方法でやっていくといったようなことが
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あって、その最後に ICタグというのが、ICチップが本当に小さくなって印刷で商

品に吹き付けられるようになってくれば、これは話が違ってくるだろうと。ICタグ

と、タグを付けると言っている限り、誰かが付けなくちゃいけないわけですから。

その費用というのはどうしても消えないわけですよね。当然メーカーや卸売りは絶

対拒否です。その中でコンビニを孤立させることは非常に気の毒だと思うので、将

来、2025年という期限、ここを外せとまでは言わないんですけれども、それで追う

のは非常にリスキーなので、もうちょっと幅広く、答えになりましたでしょうか。 

 

 ○伊藤座長 

分かりました。はい。じゃあ、古谷さん。 

 

 ○古谷委員 

はい、ありがとうございます。報告書骨子案に沿ってお話させていただきます。

まず２点目の２の（２）ですね。「コミュニケーション不全により」という書き方

をしているんですが、少し弱いかなと思っております。むしろ適切な問題解決不全

だったんじゃないかなと思いますので、そういった書き方がよろしいのかと思って

おります。 

３の（１）の①の多様性というのは、まさにそういった書き方でよろしいかと思

います。 

２ページ目ですが、②に「本部の加盟店支援の強化、フランチャイズの加盟メリ

ットの可視化」とあるのですが、むしろここは共存共栄のための関係の公平性、む

しろ関係の公平性ですよね。そこを主眼に置いた書き方にされた方がいいのかなと

思っています。その中で「加盟メリットの可視化」とあるのですが、むしろこれは

リスク情報をきちんと出す必要があるのではないかと思っております。と言います

のは、オーナーさんが、コンビニが発展し始めた頃と今とは全く変わっているとい

う状況をお聞きしておりまして、例えば脱サラしてというような形態でやっていら

っしゃるということになると、どちらかと言うと、消費者に近い形のオーナーさん

が増えていっている。あるいは本部側の勧誘もメリットの情報はバラ色の、先ほど

おっしゃった方もいましたが、バラ色の内容を示すけれども、リスク情報は十分示

さないということもあって、こんなはずではなかったということもあるということ

を考えますと、実は公平性というところにリスク情報をきっちり示すといったよう

なことを入れていただくといいのかなと思います。 

③の「オーナーとの対話の強化」ですが、これも対話はもちろん大事ですが、対

話にとどまらない、まさに紛争にまで発展して来ているという状況を考えますと、

相談を受け付ける体制だけではやはり不十分で第三者を入れた紛争機関、ADR（裁

判外紛争処理機関）といったところまで踏み込んで書いていただくのがよろしいか
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と思います。 

あと、（２）の②の「社会課題解決型ビジネス」というところですが、これもや

はり主張し過ぎると、実はオーナーさんの過重負担ということになりますので、多

様性であるとか、オーナーさんの過重負担の考慮といったような言葉なども入れ込

んだ方がよろしいのではないかなと思います。 

３ページの「国際展開」のところですが、ビジネスモデルが今国内の事情で変わ

ろうとしている時に、海外展開で同じビジネスモデルを展開したら、海外で同様な

問題が起きないのだろうかという懸念があります。そういう意味では、負の影響を

引き継がないで欲しいと思っております。企業の持続可能性も大事ですが、それよ

りも大前提として社会の持続可能性が大事です。日本からビジネスを海外展開した

時に、負のモデルを展開することのないように、ぜひお願いしたいと思いますので

その点を踏まえた書きぶりにしていただきたいと思っております。 

それと追加の提案です。何人かの方もおっしゃっているのですが、実は問題解決

にあたっての方向性というところを入れていただくといいのではないかと思ってい

ます。１つには法的枠組みということで、例えばフランチャイズ法があった方がい

いのではないかというのもアンケートであるとか、あるいはオーナーヒアリングの

中で非常に多くの声をいただきました。そういったことも踏まえて、１つには法的

枠組みも考えられると、次に企業の自主的取り組みというところですね。現在、自

主的取り組みは進んでいますけれども、こういった取り組みをより促進するという

のが２つ目の方法であろうかと思います。３つ目の方法としては、業界団体がガイ

ドラインを作って、より業界全体で健全に進めていくという方向性をぜひ入れてい

ただければと思っております。 

最後に、ヒアリングであるとか、アンケートの内容を適宜報告書に入れていただ

けるとは思いますが、全部入れていただくと分かりにくくなるので、本文の中に関

連する内容をコンパクトに入れていただくという工夫等もしていただければと思い

ます。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい、どうもありがとうございました。それでは、宮島さん、お願い致します。 

 

 ○宮島委員 

はい、ありがとうございます。いろいろあるんですが、できるだけこれまでの方

とダブらないところで、と思います。提言の実効性に関しましては、１月のとりま

とめまでにやはりもう一歩前に進んだ、どうしたらこれが実効性が上がるかという

ところは踏み込んだ方がいいかなと思います。また、夏野さんのおっしゃった公共

サービスに関しては賛成です。 
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中身に関して３点ほどあるのですけれども、まず１ページの食品ロスの扱いなん

ですけれども。これは２つに今分かれて書いてあって、（１）の①のところには

「加盟店の積極的な創意工夫を促す」とあり、そして②の方には「本部と加盟店の

間でリスク分担を」というふうに分けて書いてあるのですが、やはりこれはそもそ

も構造的に廃棄ロスを生み出すようになっている構造になっているというところに

問題があると思います。さらに言いますと、今この食品ロスの問題は社会的課題を

超えて政府も、農水省などを中心に法律化するという勢いで今進めているというこ

とですので、ここはもっと、かなり明確に契約やルールも見直して、廃棄ロスを最

小限にする構造をすぐに作るということが求められている部分だと思います。ま

た、同様にプラスチックごみの最小化に関しましても、「等」に含まれるんだとは

思うんですけれども、これも強く今世の中に求められていると思いますので、これ

は書き方を工夫した方がいいかなと思います。 

２つ目です。３番のオーナーとの関係強化に関係しますし、あと本部のあり方か

もしれないんですけれども、今回のいろいろな問題はコミュニケーションの不足と

共に、やはりガバナンスというところにも目を配らなければいけないのではないか

と思います。これは個社によって状況が違うんだとは思うんですけれども、ごく最

近時間外手当の未払いの問題なども起こったわけです。関係会社には申し訳ないと

は思いつつも、この問題は一度指摘を受けたのに解決がされなかったというところ

で、結構大きな問題だなと思っております。やはり労務管理をしている人と、そう

いうルールを作っている側と計算をしている人とがちょっと離れているというコン

ビニ特有の問題ももしかしたらあるのかもしれないと思っていますし、これの影響

がどうだったかも含めてなんですけれども、これそのものを書くということではな

いのですが、文言の中にコミュニケーションだけではなくて、ガバナンスの再確認

とか、ガバナンスの強化とか、そういう文言も入った方がいいと思います。 

もう１つは、サポートの強化、人手不足へのサポートに関してです。これまでの

本部ヒアリングなどでも外国人人材の活用をもう一歩進められるようにして欲しい

という声があります。これは地方の交換会でもかなり要求がありまして、検討には

値すると思います。ただ、その前に今申し上げたガバナンスの問題、例えば外国人

を入れたとして、低賃金で使いやすい労働力としてだけ入れるというわけにはいか

ないと思いますし、待遇ももちろん日本人と同等に待遇する。あるいは教育的な視

野を持つ。そして、人手も、そもそも人をとにかく持ってくるという以外に、人手

をもっとも効率的に使うような形というのも最大限まで努力をすると、会社にとっ

てもやるべきことがあるのではないかと思います。ですので、この位置づけは③の

国際展開にも関係するのかなと。つまり、低賃金の人を持ってくるという意味での

外国人人材ではなくて、もうちょっと積極的な意味で、もしかしたらここで店長の

能力をすごい育てた人が日本で働いてもらった人が外に飛び出していくとか、いろ
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いろな形であり得ると思いますので、こういった外国人人材の戦略については、海

外戦略の一環としてもより踏み込んだ形で書きつつ、本部の方々の希望もそうした

前提を置いて進める、検討に値するのかなと思います。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい。どうもありがとうございます。じゃあ、次は本田さん、お願いします。 

 

 ○本田委員 

まず最初に関灘委員からの海外展開の話、ありがとうございました。改めて海外

のどういう企業があって、日本の強みがあるのか、特に海外で有利に立つための切

り口になるポイントというところが参考になりました。その上で私は地方という立

場で（２）の②ですね。社会的課題のところ。地域産品等もというのは民間企業の

判断ですので、地域側として売ってほしいというのは商品力があればということに

はなるんだろうとは思うんですが、12年ぐらい前に日台交流協会に私が地方と都市

の関係を新たに作ることで地方創成をという、経産省の事業の紹介をさせてもらっ

たことがありました。その時に台湾の大手の企業の人達が軒並みお話に来て、ぜひ

そのモデルを知りたいと。なぜかと言うと、自分は出身は地方なんだというのです

ね。地方がどんどん正直疲弊していると。どんどんアジアの部分について、都市は

機能で恵まれて来ているが、それに対して地方は疲弊している。なので、地方を振

興するソリューションを日本が先行でされているから、そういったノウハウを教え

てくれないかというお話があったのが 12～13年前のことでした。何を言いたいの

かと言いますと、コンビニがあることによって私も記憶に新しいですが、こんなも

のがたくさん売っているお店が地方にできるなんてと本当わくわくしました。そう

いう意味では地方との格差が、売っている商品としては少しギャップは無くなって

いったのかもしれませんけれども、本部中心にロジスティックを組むことによっ

て、いわゆる地域のものも身近にあるのに便利なところで買ってしまう。それは地

域のものではない商品が多かったりするということで、一方でギャップも生じさせ

たところもあるのかなと思っています。なので、日本のコンビニの強みを生かし

て、海外に展開して行く上で、いわゆる日本の都市と地方の様々な意味でのギャッ

プの解消を担えるから、おそらくこの社会的課題の部分の中で公共サービスのとこ

ろを担ってよとか、震災の時にも担ってよというふうに言われるインフラになって

いるんだろうと思いますので、災害時という意味もそうですし、地方という１つの

特性において、インフラが、そのネットワークがちゃんと地方まである企業だから

こそ担えるソリューションをビジネスモデルのより一層強みとして展開していくこ

とができると、単に経済的なモデルではなくて、ソーシャル的なモデルとして、特

に日本は災害が多いです。私も福島から来ておりますが、やはりそういう電車、道
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路のロジスティックに頼った物流というのはあっという間に物が無くなってしまい

ます。結局はその地方でしっかりと物が作られていて、供給されるものの、いわゆ

る地方の産地化、地方のものをしっかりと大手のコンビニ物流も、ローカルも生産

地として、商品化の拠点として捉えて行くことをやっていくそのものがロジスティ

ックや道路や鉄道が分断された時にもその地方の生きる力になっていくんでしょう

し、今後ますます日本もおそらくそういう局面を迎えて行くのかなと思っていま

す。それがやってもらえればありがたいですけどね、という消極的なものではな

く、やってくださいねという使命感、マストではなく、むしろ海外展開を見越した

上で日本が選ばれるビジネスモデルを少し日本が今まで経験して来たソーシャルソ

リューションを入れた上で展開していくことを強みとされませんかという、なんか

ポジティブ提案に少しでもなりながら、それは今まで政府が取り組んで来た様々な

地方創成の事業のノウハウも生かし切れるところだとも思うので、そういった官民

の連携みたいな余地が生まれてくれば、地方にいる私の立場としても、頼もしいな

と思った次第です。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい。若林さん、いいですか。 

 

 ○若林委員 

ご説明、それから、報告書案のとりまとめ、ありがとうございます。いくつかの

お話というかさせていただきたいんですけれども。まず第一に関灘委員のお話をお

聞きして、私、国際経営に関する知見を持ち合わせているわけではありませんけれ

ども、海外に出張等に行きますと、コンビニに立ち寄るようにしておりまして、そ

うしますと、感じますのは、やはり各国で客層とか、求められるサービスというの

がずいぶん違うんだなと印象を持っております。それを前提として考えますと、各

国に寄り沿う経営をしているチェーンが成功しているというお話は大変説得的にお

聞きしました。それをお聞きした後に今度はこの報告書の骨子案を拝見して、３番

ですかね、「目指すべき方向性とビジネスモデルの再構築」といところの統一から

多様性という話は、国内、国際問わず求められているのかなという印象を持ちまし

た。 

あと、この骨子の内容についてですけれども、まず「フランチャイズへの加盟メ

リットの可視化」という２ページ目の②の部分で、一番下の点ですね。「データの

共有」ということによって「加盟店の納得感を高める」ということは非常に重要だ

なと思っております。持続可能性という意味でも非常に重要で、特にオーナーさん

のヒアリングで、直接オーナーさんはサプライヤーさんから契約上購入しているに

も関わらず、実際自分たちはそれがいくらで売られているか分からないという、強
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いご指摘がございました。そういう重要な情報というのはやはり共有が必要だと思

います。 

それから、その次ですね。「対話の強化」という部分ですけれども、やはりこれ

も情報の共有、提供という面では、もしかすると２番に入れた方がいいのかなとも

思っているのですが、新たなオーナーになる方への情報提供という部分ですね。こ

れも指摘がありましたけれども、廃棄のロイヤリティの掛かり方等を中心とする、

いわゆるコンビニ会計と呼ばれるものがある種独特であるということもあって、も

ちろん説明はされているんですが、オーナーさんは 15年経ってようやく分かった

という方ですとか、やっていて今も分からない方は多いんじゃないかという指摘が

ございました。ですので、最近は特に酒販店からの業態転換などではなくて、もと

もと経営のご経験のない方が始められるということも多いわけですので、そういう

方を前提としたきちんと分かる説明というのが必要、形だけというよりは、きちん

と本当に分かる説明が必要だなと感じました。 

それから、その次のリテールテックを活用した次世代モデルのところでユーザー

が提供するデータを活用するというところは求められるサービスの詳細の把握のた

めに必要だとは思いますが、ユーザー店舗を通じて集めたデータをどのように利用

するかとか、それからそのデータを誰が所有するのかとか、そういう辺りの検討は

必要かなと思いました。本部だけではなくて、店舗がきちんと自分の店舗展開のた

めに活用できる仕組みというのが必要だと思いました。一方で、現在個人情報保護

の問題というのが非常に言われておりまして、プラットフォームによる情報とかい

うことがさかんに議論されている中で、フランチャイズシステムにおける情報の保

護というのをどのように守りつつ展開していくのかということについての配慮が必

要かなと思いました。以上です。 

 

 ○田中委員 

本日は、関灘さん、皆さん、ありがとうございます。私の方からも感じたところ

をお伝えさせていただければと思います。例えば、フランチャイズ本部がやはり自

分たちの課題としてしっかり認識をして今後も改革や変革といったものを強く進め

ていかなければならない、本部側の責任というものをしっかりと捉えなければなら

ないという、先ほどの根本さんのご意見に私も非常に同意と言いますか、賛成させ

ていただいておりますけれども。改革をしなければいけないよという一言で終わっ

てしまうと、はいはい、やってますよ、という形にどうしてもなってしまうので。

じゃあ、一体どういう領域に対して改革といったものを特にやらなければいけない

んだといったような、もう一歩踏み込んだ、もう少し具体的にテーマを絞るような

形の提言にまとめていく必要があるんじゃないかなというふうに感じました。じゃ

あ具体的にどんなテーマかというと、今のこの素案の中にも部分的に触れておりま
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すけれども、例えばデータ、事実ですよね。定量化された事実に基づいて経営をし

ていきましょう。そのデータに基づいて加盟店さんに経営指導をしていきましょう

といったようなファクトベースの経営といったようなところであったり、あとはそ

ういったものがしっかりと適切にトップからのメッセージとして末端の OFCさん、

SVさん達に届くというような形のコミュニケーションの部分というのをしっかりと

やって行きましょう。さらにそういったところが最終的に店舗で働いてくださる

方々、店長さんとか、パート、アルバイトの方も含めた方々のしっかりとやりが

い、エンゲージメントみたいなところにちゃんと行き届くといったところに対して

しっかりと、領域に対してしっかりと踏み込んだ改革をすべきだというふうに提言

としてまとめて、もうちょっと強い形でまとめていってもいいのではないかなと感

じました。 

ただ、改革、変革といっても、非常に難しい領域だとは思います。何分今までや

って来なかったようなところをやるとか、今までやって来たのをさらにもっと踏み

込んでやれという話になるので。じゃあ、先ほどの関灘さんが国際展開の時に適切

なパートナーさんを見つけることがキーになりますよ、みたいなお話もされていた

のですが、これは海外展開だけではなくて、こういったような未知の領域ですね。

未知なる改革を遂行する、みたいな時にはしっかりと重要な、大事なファクターに

なって来ると思います。なので、こういったところを企業の中で閉じた形で、うち

はこういう改革やっていますという一企業の努力みたいな形でやるのではなくて、

しっかりと企業の取り組みの進捗具合であるとか、成果といったものが見えるよう

な形でトラッキングしていく、あるいは一企業だけに閉じた形にならないように、

多くのオープンなパートナーシップを通じて業界団体かもしれないですし、様々な

個別のアライアンスかもしれないんですけれども、そういったようなパートナーシ

ップを通じて改革を進めていくようにするという形、ここはちょっと提言みたいな

形になるのかなと思っております。 

あともう１点、リテールテックのところについても触れていただいておりますけ

れども、ここについては、もちろん今記載いただいているように EC だとか、オン

ライン、オフラインの融合みたいなところももちろんさることながら、要はそうい

った形で消費者の購買行動自体が変わって来ているので、今今の現時点、現状での

コンビニエンスストアというフォーマット自体に囚われるべきではないかなという

ふうにも思っています。なので、こういったところにこだわらず、次の第２、第３

の新しいコンビニのモデルというのが何なんだといったところを模索していくよう

に、そこをもうちょっと誘発するような形の提言というのがあってもいいんじゃな

いかなと思います。例えば、これは具体例というか、例えばの話なんですけれど

も、これだけオンラインショッピングの流行りというのが広がって来ているので、

コンビニエンス、リアルな店舗を持っているというだけではなくて、例えばそこが
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マイクロ DCみたいな形で機能するようなモデルというのも今後全然十分可能性と

してあるんじゃないかなと思いますし、じゃあそういったマイクロ DCとしての機

能と、リアル店舗としての強みというのがうまく１つの店舗、１つのロケーション

の中でハイブリッド的にミックスされたようなモデルというのも実はあり得るんじ

ゃないかとか。意外とこういうモデルの方が海外ではそれこそ強く打ち出しやすい

んじゃないかとか、そういう形で今のフォーマットにあまりこだわらないという

か、そこからのさらなるイノベーションというのを誘発するような提言の盛り込み

方というのも必要なんじゃないかなと感じました。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

はい、どうも。じゃあ、土屋さん。 

 

 ○土屋委員 

ありがとうございます。私から骨子案に関わって、今後、報告書をまとめるに際

して、このような書きぶりと言いますか、こんな形でということで何点かお話をさ

せていただければと思います。まず１点目なんですけれども、私、本部が圧倒的に

優位な力関係の下で加盟者の方が人件費、廃棄費用のほとんどを負担する、そうい

ったフランチャイズ契約による利益分配の現行の仕組みと、現行のチャージの水準

によって、それが近年の環境の変化といわば合わなくなっているといったことで加

盟店の多くの経営困難が生じていると考えているわけなんですけれども。そこで報

告書においては現行の利益分配の仕組みの問題について、明確に指摘をしていただ

くことが望ましいかなと思っているわけです。現行の利益分配の仕組みの下で、例

えば廃棄が非常に増えて、廃棄費用が加盟店の経営を圧迫していると、そういった

ことも生じていると考えられますし、また、２枚目のところで、本部の加盟店支援

の強化ということで、データに基づく経営指導などに引き続き取り組むべきだとい

うのは指摘があるわけなんですが、現状必ずしもそうなっていない面が少なくない

と私は考えておりまして、現在の本部による加盟店の指導というのは、加盟店の店

舗利益をどう改善していくかということよりは、本部がいかに利益を上げて行くか

と、そういったことになりがちになっていると、こういったことも現行の利益分配

の仕組みの問題の表れだと考えておりまして、そういった、繰り返しですけれど

も、現行の利益分配の仕組みの問題から加盟店の困難が生じているといったことに

ついて、少し強いと言いますか、明確な指摘があればいいなということと、それに

関わって利益分配の仕組みと、チャージの水準について、環境変化に応じて適時に

適切に見直しをすることが望ましいというようなことも含めて、骨子案にも内容的

には含まれているかと考えますが、明確に適時適切に見直しを図っていくことが望

ましいといったようなことについて盛り込まれることがいいのかなと思っておりま
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す。 

２つ目なんですけれども、食品ロス削減についてなんですが、食品ロス削減につ

いては社会的要請への対応ということもあるわけですけれども、廃棄費用の削減と

いうことにもなりますから、その廃棄費用は平均で年間で、具体的な数字は出てい

ないんですが、数百万円ぐらいに上っていると考えられまして、非常に大きな廃棄

費用になって、それが加盟店の経営を圧迫しているといった現状があるかと思いま

すので、この廃棄費用が一定削減実現すると、店舗の利益改善にもかなりなると。

そういった面からも望ましいと考えておりまして、そのことについてこの骨子案で

は加盟店の積極的な創意工夫を促すべきとありまして、加盟店の積極的な創意工夫

の中には私は当然見切り販売といったことも含まれると考えるわけなんですけれど

も。ただ、現状見切り販売を実施している店舗は非常に少ないと言われていまし

て、その見切り販売を行うことは廃棄費用の削減の有効な方策の１つだと考えるわ

けなんですが、現状ほとんど行われていない。その１つの理由としては、本部があ

まりいい顔をしないと、推奨しないということですね。なかなかそういったことで

踏み切ることができないという加盟店の方も少なくないなと考えていますので、こ

こに少し具体的な文言として、「見切り販売など」といったようなことを含めても

らえれば、非常に大きな意味を持つことになるかなと思っております。 

あと、最後なんですけれども。オーナーとの対話の強化ということに関してなん

ですが、コミュニケーションの仕組みはこれまでも当然あったわけなんですけれど

も、それが十分に機能して来なかったと。また、本部内のコミュニケーションにも

多々問題があった。そういった認識が骨子案には示されているのかなとも思ったわ

けなんですが、私もその通りかと考えるわけなんですけれども、それに対して実効

性ある取り組みをということなんですけれども。そして、オーナー間で情報や経営

課題が共有されるチャネルの整備が重要となっていまして、これは私非常に重要な

指摘かと考えたわけなんですけれども、オーナー間の横のつながりができるという

ことで、その事によって実効的な本部とのコミュニケーションが行われるというふ

うな、そういったことがあると考えますので、横のつながりがオーナー間で出来

て、点ではなく面としてオーナーさんが集まって、その面としてのオーナーさんと

本部が相対するということで実効性のある取り組みにつながっていくと、実効性の

あるコミュニケーションの取り組みにつながっていくと考えますので、その因果関

係というか、これが実効性のあるコミュニケーションの構築にとって横のつながり

が重要なんだと、そういった形で、そういった書きぶりでお願いしたいなというこ

とです。以上です。ありがとうございました。 

 

 ○伊藤座長 

はい。では、宇田川委員。 
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 ○宇田川委員 

重要なことはもう既に皆さんがおっしゃっていただいたと思いましたので、担当

の防災に関するところで少しだけと思いました。こちらの（２）の②の社会課題解

決型のところに入っておりまして、下から２つ目に災害時の BCPの観点、それから

機能維持とありますが、この BCPの中に入っていると思うんですけど、冒頭皆様が

おっしゃっておられた、最初にまずオーナーさんとかの安全確保、多分これが一丁

目一番地になると思いますので、骨子案から最新の報告案の時にはやはりオーナー

様の安全については、別の方がおっしゃっておられましたが、大事かなと思いまし

た。その際に、その点についてはもう既に各企業様がやっておられると思うのです

が、これまでの経過でヒアリング、オーナー様とかにされますと、本部の方では防

災マニュアルは作っているけれども、読んだことないとおっしゃる方もおられたり

しまして、それはまさにおっしゃられたガバナンスとして、単に何か作りました、

だけじゃなくて、しっかりそれを徹底していくといったところまで含めて、そうし

たことをさらに今後改善する必要があるかと思った次第です。 

そうした部分が BCP、店舗を再開していくところでございますが、ちゃんと論点

分けていただきまして、後半の方は指定公共機関としての部分につきまして、チェ

ーン全体というのがございました。これはいわゆる救援物資というものを避難所と

かに配布するということになってまいります。これはご指摘あったみたいにコンビ

ニさんの方では当然店舗には在庫が少ないので、店舗の方から避難所に持って行っ

てくださいと言われても、当然在庫がございません。これについてはオーナー様の

負担ではなくて、チェーン全体として、本部全体として、全国的にどうするかとい

ったことを的確にご指摘いただくということでございます。こうした部分につきま

しては後半の方、まさに経営としてはチェーン全体で、BCPの観点、つまり一番大

きいのは店舗を再開していくこと、それも強制ではなくて、再開していきたいと思

われるオーナー様があった時にその方を早めに店舗が再開できるようにチェーンと

して応援するのだと思います。これは今日ご紹介いただいた海外展開の方、メイン

ではないとは思うのですが、日本におけるコンビニというものを海外に展開して行

く時に他の国との違いとしましては、悪いことなんですが、日本は非常に災害が多

くございます。かつ、災害の種別も地震もあれば、洪水もあれば、津波もございま

す。こうしたものに対していかに早く店舗を再開していくかのノウハウにつきまし

ては、圧倒的に他国に比べて多くございますので、東南アジア、あるいは中南米に

展開する時に、そうした観点のものはある意味強みになるかなということを思った

次第です。 

BCPの方で意欲のあるオーナー様が再開をしていく。それは応急期に早めに再開

して、１週間の間に困っている方に配るという面もあるでしょうし、福島などで１
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カ月ぐらいかけて早期に再開することによって、その地域に貢献する。それはこの

社会課題の解決の上とかだと思うんですけど、地方における買い物拠点としての役

割、あるいは今日ご紹介ありました、その次の地域の産品を売っていて、地域の活

性化の拠点として、といった役割も担いつつある状態でございます。 

あるいは確か社長の話の中で子ども食堂の話ありました。そうした様々な社会的

な貢献の部分、これは防災だけというよりも、普段からコンビニ様がそういうこと

を地域でなさっているので、それが再開すると結果的に復興に役立っていると、そ

んな感じかなと思いました。これはただ再三出ているように強制ではなくて、いわ

ゆる三方良しのところの３番目ですかね、世間に良しの部分で強制というよりもで

きればそこまでやっていただけるとありがたいとなってくると思います。ゆえにこ

の４ポツ目のビジネスとして成り立つという部分ありますが、ビジネスというより

も、もう少しモチベーションというか、地方の個人の方が自分で小売店持ってやっ

ていきたいんだという方々のモチベーションと申しましょうか、そうしたものをど

う維持するかだと思いました。そういう意味ではそれを具体的にどうするかという

と、上の③のところでさっき出たオーナーとの対話の強化というのがございまし

た。この中で下から２つ目のところに新たにオーナーになる方に対して、既存の状

況などの情報を適切に提供することは、オーナーとしての職を魅力的なものとす

る、有効だという話がございました。これは主眼としてどれだけ売上があってとい

う問題だと思うんですけれども、それのオプション的なものとしてその他にこうし

た子ども食堂であるとかいうことにつきまして、オーナーの方々により情報が行き

渡ること、これも大事かなと思いました。なかなか売上とかになりますと、当然各

社さんの、それは公開できないこともあると思うんですが、こうしたある意味社会

貢献に関することは、そうした企業さんの枠を超えてコンビニという業態におい

て、これからこういうこともできるんだよということを今よりさらに、これからオ

ーナーになる方にとって情報が提供されていったらいいのかなということを期待し

たところです。 

最後にそうした、やや明るい方の話ばかりしていますけれども、そうしたコンビ

ニであることの価値について、１つはオーナー様同士で、情報がより見えるように

なること、もう１つは地域に見えることだと思います。オーナーヒアリングの中で

もご苦労のことが、なかなかお客様とか地域に分かっていただけていないというこ

とを吐露されるような方もいたかと思います。 

そうした取り組みで、確か前回の経産省のコンビニの検討会の時はチェーンスト

アでとかいうことで、コンビニの店長さんに地域の住民リーダーさんとか、政治家

等になってもらって、理解を促進していくという話があったかと思います。そんな

ふうにコンビニの方々が普段どれだけ地域の方に農産物であるとか、あるいは買い

物拠点であるとか、あるいは防災に役立てると、これをもう少し見えるようになっ
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ていくこと、そうした場が何らかの形であれば、そこでそういった貢献の話もでき

るでしょうし、逆にさっきの公共料金の負荷ですね、こうしたもの、これは良いこ

と、悪いこと、率直に地域の自治体だったり、住民の方だったり、また、コンビニ

側はオーナー様がおられれば、本部側もあると思います。こうしたたくさんのステ

ークホルダーが話せる場というものが、さらに活発になって行ったらいいのかなと

思いました。そうしたことは私企業だけではできないので、こうした国の検討会の

方でご検討いただいて、提案とかいただければいいなと期待したところです。長く

なりましたが、以上でございます。 

 

 ○伊藤座長 

じゃあ、関灘委員。 

 

 ○関灘委員 

各委員の皆様のご発言聞かせていただいて、非常に集合知と言いましょうか、皆

さんの意見はすごいんだなと感じました。私自身は一連の意見をお伺いさせていた

だいて思ったのは、やはり今回の報告書を通じて、変化に向けた行動、あるいは結

果にちゃんとつながるようにということが非常に大事だと感じました。この結果と

いうのはじゃあ何なのかということなんですが、大きく３つあるかなと感じまし

た。１つ目はやはり一連の国内での問題がしっかり解決できるような行動がちゃん

と起こっていくこと。そして、その結果が出て来ること。２つ目によりよいビジネ

スモデルが構築されて、海外展開を含めて持続可能性が確保されるということ。そ

して、３つ目にその結果としてオーナーの皆様、従業員の皆様、そして生活者の皆

様、地域の皆様にとってそれぞれにとってウィンがあるような構造を作れるように

すること。この３つが起きるようにすることが大事なのかなと。その中でこの委員

会ができることということで私自身が感じたのが、根本委員がおっしゃったことに

非常に共感しました。各社の経営陣の皆様の中には本当に変えようとされていらっ

しゃる方もいらっしゃるので、こういった方々を後押しするような報告書にしてい

く、そういったことをこの委員会から、検討会から発信をしていくということが非

常に重要だなと感じました。そのためにはおそらく夏野委員が第１回目からお話さ

れていましたような、アメとムチと言いましょうか、期待をすることと、問題意識

を伝えるということ、この両方をバランスよく報告書の中でも発信をすることが大

事なのかなと感じました。問題意識のところはまずもう皆さんから一連のお話があ

ったように、本部がちゃんと改革していくということが必要である。その中で加盟

店の指導力をちゃんと高めてもらう。あるいはカバナンスを強化していくという、

宇田川委員がおっしゃったような災害時の安全確保を含めて、こういった対応をち

ゃんとできるようにしていくこと、そして契約の説明、解約に関するあり方の見直
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し、そして、フードロスへの取り組み、オーナー、従業員の皆さんというものの安

全を確保しながらも、オーナーが魅力的な職業になるような取り組みを本部にして

いただくということがある種の問題提起であるし、さらに技術、IT の活用、ここは

田中委員の本分のところだと思いますけれども、こういった外部の戦力も活用しな

がら、技術、ITの活用を進めていくということで海外にも競争力のあるロールモデ

ルのような取り組みをしていかれたいということが問題提起なのかなと思いまし

た。 

その一方で期待と言いましょうか、アメと言いましょうか、こういった部分も必

要なんだろうと感じました。夏野委員からお話のあられた代行系サービスの手数料

の見直し、こういったところは確かに民間だけでは動かない部分もあろうかと思い

ます。こういったところの支援、あるいは外国人材を活用しやすくする。あるいは

日本で経験を積んでいただいた外国の方々が海外でも活躍できるような仕組みにま

で高めていくという宮島委員のご意見にも非常に共感をしました。さらに、古屋委

員、宮島委員、本田委員がおっしゃっていたような、やはり地域と海外、あるいは

環境問題の対応も含めて、海外でもロールモデルとなるようなビジネスモデルをや

はりコンビニエンスストアで作っていただいて、それを海外に発信していって欲し

いと、こういったような期待感というのも、同時に伝えるような提言書を起こしに

なられると非常に良いのかなと感じました。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

では、夏野さん、はい。 

 

 ○夏野委員 

すみません。追加、言い忘れていたことがあったので、ちょっとだけ。先ほどの

社会課題の解決につながるという点なんですけど、今宇田川さんとか関灘さんがお

っしゃったのと連動しているのですが、実は指定公共機関に追加されたのが平成 29

年なんですけれども、２年前なんですが、指定公共機関に指定されているのは独法

企業の公共的機関と、それから電気、ガス、輸送、通信の公益的事業を営む法人以

外はコンビニとイトーヨーカ堂とイオンさんだけなんですね。何を言っているかと

いうと、インセンティブが、要は電気、ガス、水道とかは公益法人なのでいわば寡

占が認められている、あるいは地域的独占が認められている。その引き換えに公共

的事業になっている。それから、独法とか、こういうのは当然ですね。国の機関だ

から。そうすると、実はインセンティブがないまま、すごくきついということで、

この報告書のどこかにそれなりの、何の財源をするかとかいうのは方法論はいろい

ろあるのですが、それなりの何か支援をこの指定公共機関にされていることの対価

となるものをちゃんと用意しないと、これ、永続的にできない可能性があるので、
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ちょっとそれを付け加えさせていただきたいと思います。 

 

 ○事務局 

すみません、指定公共機関について、これはもう今のご提言はご提言として受け

止めます。もしかしたら、宇田川先生の方が詳しいかもしれません。指定公共機関

は今おっしゃったようにスーパー、全国展開されているヨーカ堂さんとイオン、そ

れから、コンビニでも全国展開をされているとされているセブン、ローソン、ファ

ミリーマート、この３つが指定公共機関。これは指定公共機関の指定の対象は本部

でありまして、加盟店に関しては指定の対象になっていません。従って、これは何

故に指定になっているかと言うと、全国的な物流網を持っていて、緊急時に物資を

集散して配送する、物流をするというファンクションを持っているからということ

で指定されているということでありまして、よく言われがちな店を開けるのは緊急

時の対応であるというのは、これは指定公共機関とは全く違う部分であるというこ

とが１。 

それから、２と、指定公共機関に関する対価って何かと言うと、そこで調達した

物資についてはちゃんとお払いをします。それから、緊急時において例えば物流車

両などを動かさなきゃいけないという場合は緊急優先で、例えばこの高速は今自衛

隊しか通れませんというところを併せて通れるようにする。あるいは一部自衛隊で

物流を代替していただくといったような、そういったような普通の人では取り得な

い対応を取らせていただくと。ただ、実際それに関わる部分に関しては相当部分ご

協力をお願いするという立場ではありますが、基本的にはぎりぎり申し上げると、

対価をお払いする、それから優先対応をするということの中でお願いをさせていた

だいていると、こういう仕組みであるかと思っております。 

 

 ○夏野委員 

ただ、ご案内のようにその体制を取ること自身にものすごくコストがかかってい

るので、それを全額出せとは言わないのですが、他の事業者に比べるとインセンテ

ィブが若干薄いかなという感じは致します。 

 

 ○伊藤座長 

根本さん。 

 

 ○根本委員 

はい。それでは、まず 1ページの報告書骨子案の下の休日についてというところ

に含まれているかもしれませんが、加盟店の事情に応じて柔軟に認めることという

のがあって、例えば何曜日は休んでもいいですよという話だけじゃなくて、ケガを
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した時、病気になった時、それから慶弔があるような時、休めるという体制を確保

して欲しいというのが、さっきの言い方で直近、もうすぐにやってほしいことなん

ですね。これが取れないというのは、もう基本的人権といったような問題だろうと

いうことなので、そこら辺りちゃんとやってほしいです。あるいは、報告書にそう

いうことをもっと取り込んでいただけないかということであります。 

それから、国際化についてなんですが、これはこの業界が普通に考えると直営店

ではなくてフランチャイズシステムで出ていかないとならないですよね。そういう

難しい問題を負っていて、当然外資規制もあれば、フランチャイズ規制にかかって

くる場合もある。それはだんだん TPPとかで溶けているんだと思いますけれども。

そのようなことを踏まえて、今までなかなかうまく行かなかったところが、ようや

く利益という果実を生み出すようになりつつあるかもしれないなといったような想

像をいたしております。その中でがんばってほしいと、それから次のステージに行

って欲しい。多分それをやるためには、国内の人員の削減が一方でこれから必要だ

と。そのかなり大きな人員を海外に投入するとか、かなり大きな資金を海外に投入

するといったようなことも含めて考えなければならない。それは経営判断だと思う

んですけれども。FCとして出て行くんだということを考えておいていただきたいと

思います。 

それから、最後なんですけれども、ITについて、どうご説明しようかなと悩ん

でいたんですが、実はこの業界のトップ企業のセブンイレブンを見ますと、1973～

4年に創業して、それから 30年の間に６回情報システムを変えて、第６次情報シス

テムというのを 2005 年前後までに完成させているはずなんです。そこまで６回や

っている。つまり５年に１回は変えて来ているものが実は 2007年以降、抜本的な

次の第７次情報システムを僕は待っているんですけれども、出て来ないんですね。

絵を見ると、相変わらず関東と関西にでかいコンピューターがあって、これはミラ

ーで動いていると。そんなものはクラウドになっちゃった場合、コストがずっと下

がるんじゃないのという感じが素人としては致します。ただ、その７次情報システ

ムというのは、店舗をどういうふうに運営していくのか、物流をどういうふうに運

営していくのか、生産過程をどう管理していくのか、それと消費者側からの問題と

して、今まではポイントカードだけだったところにアプリを載せて行ったりとか

ね。あるいは通販ですとか、お店から物を運べるといったような受発注システムを

持っていったりとか、あるいはオペレーションフィールドカウンセラーが従来であ

ればお店に行って指導した、そのために移動時間を費やしていたんだけれども、で

もそれは行かなくたって、カメラとコンピューターでどうにでもなりますよといっ

たような仕組みなのかもしれない。いずれにしても、ここのところ、ビジネスモデ

ル、そしてそれと一緒に作られて行く情報システムの革新が止まっていたという印

象を持っているんですね。それを進めることが非常に重要で、それにはいろいろな
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領域があるだろうと考えています。 

 

 ○伊藤座長 

他にどなたか、まだ２分、３分大丈夫です。言いたい方。じゃあ、宇田川さん。 

 

 ○宇田川委員 

補足します。指定公共機関の件なんですけれども。他業界のヤマト運輸さんと

か、佐川運輸さん、福通さんとかも指定されていまして、そういった、あの部分に

ついてやはり民間の方との協力が不可欠だということになります。この点はやはり

国交省の中の議論になると思いますけれども、内閣府さんとかと相談されて、どの

ようにやっていくかというのが今後のわが国全体の大きな問題だと思います。コン

ビニに限れば、先ほどの緊急車両の標章とか避難所に持って行く時の物資について

は絶対出ると思うんですけれども、首都圏直下とか考えた場合に、被災者の方に物

を届けようと思った時に避難所も大事なんですけれども、やはり店舗の方に食事が

戻っていくといったことも大事だと思います。そうした時にどれだけ国の方で支援

できるかということが多分大きなテーマかなと思っていました。以上です。 

 

 ○伊藤座長 

それでは、いろいろなご意見いただきました。ありがとうございます。私の方で

特にまとめることはしないんですけれども、ちょっと印象に残ったことだけお話さ

せていただきたいと思いますけど。何人かの方が特に強調していた、もっと強く書

いた方がいいんじゃないかと。書き方によってこの受け取め方が違って来るという

ことで。ただ、さらに踏み込めば、特にどこに緊急性があるか、どなたがおっしゃ

ったんですかね、というのは結構重要かもしれないので。問題をただバラっと並べ

て平坦に書いちゃうと、何となく全部書いてありますね、という話なのだけど、と

にかく問題に緊急性とか、重要性とかあると思いますから、なかなか難しいと思い

ますけど、そこら辺の工夫をできればと。 

２つ目は、最初からこの会を始めたところから当然大きな問題としてどこかで詰

めなきゃいけなかったのは、政府がどこまで関与するかということについてどこま

で書くかと。先ほどのような収納代行の話もあれば、大きなところで法律の話もあ

りましたし、法律まで行かなくても、紛争処理ですか、みたいな仕組みを作るべき

か、とか。あるいはそういうことはなるべくやらないで、とりあえずの方向性を示

して様子を見ながらしっかりフォローアップするというのもあるかもしれません。

それはちょっと皆さんいろいろな意見があると思いますけれども、ここのところは

ある程度最終的な報告書の中で考えておかなければいけないと。 

それから、３つ目はなかなか悩ましいんですけど、よく考えてみるとコンビニだ
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けの問題じゃないところがあって。例えば、宮島さんがおっしゃったように、確か

に食品ロスの問題、プラスチックの問題なんかは本当に大きな社会的な課題になっ

て来て政府も関与するわけですから、そういう中でじゃあコンビニはどうなのかと

いうふうにしていかないと、なかなか議論できないなとか。あるいは災害対応で、

確かにケガしたら、ドラッグストアの方がコンビニよりいいかもしれないと。そう

すると、コンビニだけで社会的課題を議論するのがいいかどうか。そこら辺なかな

か悩ましいんですけれども。もう少し踏み込む必要があるかもしれません。例え

ば、今回の問題のいくつかの背景にあるのが、社会が大きく変わって来て、環境が

大きく変わって来たから対応できなくなって来ているという部分の中に、人材の問

題が非常に大きいとすると、全く外国人労働の問題を避けて通るのも難しい。しか

し、それをどこまでここで書けるのかというのは非常に重要だと思います。 

それからもう１つ、宮島さんがおっしゃったことで非常になるほどと思ったんで

すけど、報告書が出て印象ってすごく重要で、情報共有とか、情報の透明化とか、

あるいはコミュニケーションを良くするとか書いてあって、これはすごく大事だと

思うんですけど。ちょっと学問的な話をして申し訳ないんですけれども、こういう

議論をしてノーベル賞を取った有名な学者がいて、要するに契約に入る前はある意

味で情報さえちゃんとあれば、それに入るも入らないも自由なんですね。ただ、い

ったん入っちゃうと、まさに人生を賭けると言ったわけですけれども、コミットし

てしまうわけです。抜けられないわけですよね。そこでいろいろな問題が起こり得

るわけで、本当にひどい場合には独禁法の優越的地位の濫用みたいなことになり得

るんですけれども、そうじゃない段階の問題がいろいろあって、学問的には情報を

透明化すれば解決できるわけじゃない。やっぱりガバナンスなんですね。それはガ

バナンスというのは要するに自主的なガバナンスなのか、あるいは公的部門が入る

のか、制度をもうちょっと工夫するのか。あるいはもうちょっとこまかく規定する

のかということもある。もちろん情報を透明化するとか、情報共有するってすごく

大事ですから、そちらは大事じゃないとは言わないんですけれども、そこら辺、ど

こまで書くか、これはなかなか悩ましい問題で、座長としては、なるべく皆さんの

考えている平均なところにうまく収まればいいなと思っておりますけれども。ちょ

っと皆さんの話を聞いて感じた次第です。 

じゃあ、一応もう時間が来ましたので、あとは事務局から事務連絡にしたいと思

います。 

 

3.閉会 

 ○事務局 

長い時間に渡り、ありがとうございました。また、今回の皆様にいただいたご意

見を踏まえまして、また具体的な取りまとめに向けて座長とも相談をしながら準備
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をしていきたいと思ってございます。 

１点だけ、事務連絡ですけれども、次回、第５回の検討会の開催時期、来年１月

頃ということで予定をしてございますが、日程も含めて追って正式なご案内を差し

上げますので、よろしくお願い致します。以上で本日の議事は全て終了でございま

す。これで会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 

 

お問合わせ先 

商務・サービスグループ 消費・流通政策課 

電話：03-3501-1708 

FAX：03-3501-6204 

 


